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令和２年度に行う業務実績の評価について 
 

令和２年度は、令和元年度の業務の実績及び第２期中期目標の期間の業務の実績

について、評価を行う。 

各業務実績の評価の方法等は下記のとおり。 

 

 

（参考） 

 ○地方独立行政法人法 

（各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等） 

第２８条 地方独立行政法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業

年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、設立団体の長の評価を受

けなければならない。 

三 中期目標の期間の最後の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の

期間における業務の実績 

 

 

 

１ 評価方法等について                       

評価方法等の基本的な事項は、「評価に関する基本方針（参考資料１）」及び「評

価実施要領（参考資料２及び参考資料３）」による。 

なお、評価委員会の意見聴取についての具体的な方法は、次のとおり。 

 

① 評価委員会としての意見（評定） 

県立病院機構の業務実績等報告、自己評価及び意見聴取等を踏まえ、総合、

大項目別及び小項目別について評価委員会として意見（評価:ＳＡＢＣ）をす

る。 

 

 

② 県が作成する評価（案）への意見 

県が作成する評価結果（案）に対し、意見を述べる。 

なお、この意見を踏まえ、県は評価結果を決定するとともに、「評価委員会の

意見」として、評価結果に掲載する。 
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２ 評価の視点について                       
 

（１）令和元年度の業務実績に係る評価の視点 

 

ア 令和元年度の年度計画の実施状況に対する評価の視点 

年度計画に沿った病院運営が行われ、県民に提供するサービスその他の業務の質

の向上、業務運営の改善及び効率化並びに財務内容の改善が図られているかどうか

を検証し、取組の状況及び成果について評価を行う。 

 

イ 平成 30年度評価で指摘した課題への取組に対する評価の視点 

平成 30年度評価で指摘した課題を克服するため、具体的な取組が行われ、改善さ

れているか、あるいは改善の見込みがあるかどうかを検証し、課題への対応状況に

ついて評価を行う。 

 

ウ 中期目標の期間（平成 27年度～令和元年度）の進捗状況に対する評価の視点 

令和元年度における取組が、中期計画の着実な達成のために十分なレベルに達し

ているかどうかを検証し、中長期的な視点から評価を行う。 

 

 

（２）第２期中期目標の期間の業務実績に係る評価の視点 

 

第２期中期目標期間の５年間（平成 27年度～令和元年度）において、中期計画に沿

った病院運営が確実に行われ、また、県民に提供するサービスその他の業務の質の向

上、業務運営の改善及び効率化並びに財務内容の改善が図られているかどうかを検証

し、第２期中期目標の達成状況について、評価を行う。 

 


